
【
一
般
会
計
予
算
案
に
反
対
】

一
般
質
問
に
お
い
て
、
「
交
通
網

の
整
備
」
「
時
代
環
境
の
変
化
」

「
新
城
市
の
優
先
課
題
」
な
ど
の
質

問
に
対
す
る
「
白
井
議
員
と
は
見
解
、

価
値
観
が
違
う
」
と
い
う
市
長
答
弁

に
反
対
の
最
大
の
理
由
が
あ
る
。

合
併
し
て
8
年
。
人
口
減
少
に
歯

止
め
が
か
か
ら
ず
、
顕
著
な
子
ど
も

の
減
少
で
、
学
校
の
統
廃
合
必
至
。

〈高
度
経
済
成
長
で
地
方
は
悲
惨
〉

高
度
経
済
成
長
を
謳
歌
し
、
高
速

道
路
網
、
新
幹
線
を
中
心
と
し
た
鉄

道
網
が
出
来
た
に
も
関
わ
ら
ず
地
方

の
疲
弊
は
深
刻
。
予
算
大
綱
で
は
新

東
名
・
三
遠
南
信
・
リ
ニ
ア
新
幹
線

で
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
整
備
で
新
城
市

の
将
来
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
が
、

交
通
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に
よ
り
素
通

り
に
な
り
活
気
を
失
っ
た
自
治
体
も

生
ま
れ
て
い
る
。
由
布
院
の
よ
う
に

九
州
の
田
舎
町
が
、
な
ぜ
脚
光
を
浴

び
た
の
か
？
答
え
は
簡
単
。
都
会
か

ら
人
を
呼
べ
る
仕
掛
け
を
作
っ
た
か

ら
だ
。
国
策
に
よ
る
交
通
イ
ン
フ
ラ

に
頼
ら
ず
自
ら
の
知
恵
と
力
で
、
困

難
を
乗
り
越
え
た
。
宮
崎
県
綾
町
も

同
様
。
由
布
院
で
も
綾
町
で
も
、
地

域
に
あ
っ
た
資
源
は
「
自
然
」
だ
け

だ
っ
た
。
新
城
の
三
宝
と
し
て
「
自

然
・
人
・
歴
史
文
化
」
を
謳
っ
て
い

る
。
議
会
の
視
察
で
も
、
他
市
か
ら

羨
ま
し
が
ら
れ
る
素
晴
ら
し
い
歴
史
・

自
然
が
あ
る
。
し
か
し
、
観
光
客
数

の
減
少
（
最
大
時
の
半
分
）
を
見
れ

ば
、
資
源
が
十
分
生
か
さ
れ
ず
、
世

間
か
ら
新
城
の
観
光
は
選
ば
れ
て
い

な
い
。

〈価
値
観
の
転
換
が
な
ぜ
出
来
な
い
〉

高
度
経
済
成
長
の
時
代
に
は
、
作

れ
ば
売
れ
る
、
補
助
金
に
頼
る
大
型

公
共
工
事
で
消
費
が
増
え
、
日
本
人

す
べ
て
が
幸

せ
に
な
れ
る

と
い
う
価
値

観
が
あ
っ
た

が
、
こ
の
価

値
観
の
転
換

が
必
要
。
由

布
院
で
も
、

綾
町
で
も
数
十
年
前
に
「
時
代
は
、

田
舎
を
求
め
て
く
る
。
経
済
活
動
に

疲
れ
た
都
会
人
は
癒
し
を
求
め
る
時

代
が
来
る
」
と
い
う
発
想
の
転
換
が

あ
っ
た
。
こ
の
価
値
観
、
見
解
が
穂

積
市
長
と
の
大
き
な
違
い
。

〈田
舎
だ
け
が
で
き
る
こ
と
〉

自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
地
域
産

業
づ
く
り
が
、
叫
ば
れ
る
時
代
に
な
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
予
算
案
に
は
、

そ
の
流
れ
に
大
き
く
舵
を
切
る
意
思

が
見
え
て
こ
な
い
。
田
舎
だ
か
ら
こ

そ
で
き
る
事
業
が
ま
さ
に
自
然
エ
ネ

ル
ギ
ー
活
用
の
道
な
の
だ
。
こ
の
道

は
、
商
工
業
、
農
林
業
、
観
光
産
業

な
ど
新
城
市
全
域
に
大
き
な
効
果
を

も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
ま
た
、
新
城
の

三
宝
は
、
個
々
具
体
的
に
磨
く
こ
と

で
、
魅
力
を
発
信
で
き
る
宝
に
変
身

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈ま
ち
づ
く
り
の
思
想
が
無
い
？
〉

新
城
市
を
変
え
る
の
は
、
思
想
な

の
だ
。
こ
の
ま
ち
の
50
年
後
、
100
年

後
の
ま
ち
を
市
民
に
示
し
、
そ
の
ま

ち
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
覚
悟
が
必

要
。
国
策
に
頼
る
受
け
身
で
は
だ
め

で
、
市
民
一
人
一
人
が
、
新
城
市
の

進
む
べ
き
道
を
共
有
し
、
自
治
を
進

め
る
こ
と
が
要
な
の
だ
。
合
併
特
例

債
が
あ
る
う
ち
に
と
い
う
だ
け
の
、

新
庁
舎
建
設
、
新
城
駅
前
開
発
、
道

の
駅
建
設
、
作
手
・
鳳
来
地
区
開
発

な
ど
の
お
金
で
解
決
で
き
る
だ
け
の

事
業
だ
け
で
は
、
新
城
市
の
衰
退
に

歯
止
め
は
か
か
ら
な
い
。

【
産
廃
に
つ
い
て
考
え
る
】

〈
産
廃
の
経
過
〉

Ｈ
24･

5･

29

㈱
タ
ナ
カ
興
業
社

長
が
新
城
市
立
地
課
を
初
訪
問
。
南

部
企
業
団
地
（
倒
産
し
た
㈱
ケ
ン
メ

イ
跡
地
）
へ
の
進
出
を
打
診
。

Ｈ
24･

6･

20

進
出
に
賛
同
で
き

な
い
旨
の
文
書
（
穂
積
市
長
名
）
を

㈱
タ
ナ
カ
興
業
に
送
付
。

Ｈ
25･

4･

24

㈱
タ
ナ
カ
興
業
が

競
売
に
て
㈱
ケ
ン
メ
イ
跡
地
を
取
得

が
決
定
。

Ｈ
25･

6･

17
〜

八
名
区
長
会
、
環

境
課
を
中
心
に
、
勉
強
会
、
同
様
処

理
施
設
の
視
察
。

Ｈ
25･

11･

12

八
名
区
長
会
で
住

民
署
名
の
開
始
を
決
定
。
以
後
、
署

名
集
め
。

Ｈ
25･

12･

6

産
廃
関
係
条
例
を

市
議
会
12
月
議
会
に
上
程
。

Ｈ
25･

12･

20

産
廃
関
係
条
例
が

市
議
会
で
可
決
。

Ｈ
26･

1･

21

八
名
区
長
会
が
署

名
（
約
5
8
0
0
筆
）
を
東
三
河
県

庁
に
提
出
。

Ｈ
26･

1･

28

黒
田
地
区
で
住
民

説
明
会
（
八
名
区
長
会
主
催
）
実
施
。

Ｈ
26･

1･

29

一
鍬
田
地
区
で
説

明
会
（
八
名
区
長
会
主
催
）
で
紛
糾
。

Ｈ
26･

2･

26

一
鍬
田
地
区
で
説

明
会
（
新
城
市
主
催
）
。

Ｈ
26･

3･

4

富
岡
地
区
で
説
明

会
（
新
城
市
主
催
）
、
19
時
開
催
。

Ｈ
26･
3･

7

富
岡
地
区
で
説
明

会
（
新
城
市
主
催
）
、
10
時
開
催
。

Ｈ
26･

3･

10

一
鍬
田
区
か
ら

「
進
出
反
対
」
の
決
議
書
が
、
新
城

市
・
議
会
に
提
出
。

Ｈ
26･

3･

20

議
会
で
、
知
事
・

愛
知
県
企
業
庁
宛
の
意
見
書
が
採
択

さ
れ
る
。

Ｈ
26･

3･

26

㈱
タ
ナ
カ
興
業
の

産
廃
許
可
申
請
書
が
、
愛
知
県
担
当

課
に
提
出
さ
れ
る
。

〈
産
廃
の
中
身
〉

産
廃
業
の
中
身
は
、
コ
ン
ビ
ニ
、

食
品
工
場
な
ど
か
ら
出
る
食
品
残
さ
、

木
材
チ
ッ
プ
、
下
水
道
汚
泥
を
発
酵

さ
せ
堆
肥
化
さ
せ
る
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
同
社
は
、
既
に
豊
橋
工
場
で

同
様
な
堆
肥
化
工
場
を
稼
働
さ
せ
て

お
り
、
特
に
周
辺
へ
の
匂
い
が
心
配

さ
れ
て
い
る
。

〈議
会
の
責
任
を
果
た
せ
〉

進
出
予
定
地
域
の
一
鍬
田
・
黒
田

地
区
を
中
心
に
市
民
は
、
最
大
限
の

意
思
表
示
を
行
っ
た
。
今
後
、
議
会
、

市
長
、
市
職
員
が
責
任
を
果
た
す
べ

き
で
あ
る
。
新
城
市
は
、
当
初
、
産

廃
工
場
進
出
に
賛
同
で
き
な
い
旨
の

文
書
を
産
廃
業
者
に
送
付
し
、
今
も

そ
の
思
い
に
変
化
は
無
い
と
明
言
し

て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
様
に

行
動
す
る
こ
と
が
市
長
の
責
任
で
あ

る
。
賛
同
で
き
な
い
要
は
、
①
南
部

企
業
団
地
造
成
は
、
製
造
業
・
物
流

業
を
希
望
業
種
と
し
た
こ
と
、
②
産

廃
工
場
進
出
で
、
操
業
企
業
と
の
信

頼
関
係
が
崩
壊
、
進
出
予
定
企
業
の

議
会
通
信

白井
みちひろ

新
年
度
予
算
の
議
論

３
月
議
会
か
ら
見
え
る
も
の
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進
出
意
欲
の
減
退
、
③
奥
三
河
の
雇

用
確
保
の
た
め
と
協
力
し
て
い
た
だ

い
た
地
元
住
民
へ
の
裏
切
り
と
い
う

点
で
あ
る
。
造
成
は
愛
知
県
企
業
庁

で
あ
り
、
最
大
の
責
任
が
あ
る
。

〈
県
企
業
庁
の
責
任
が
曖
昧
〉

ま
ず
最
初
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、

議
会
・
市
長
自
身
が
、
愛
知
県
・
愛

知
県
企
業
庁
の
責
任
を
果
た
さ
せ
る

こ
と
。
「
適
切
に
対
応
し
て
も
ら
う

よ
う
に
、
愛
知
県
、
産
廃
業
者
に
も

伝
え
て
あ
る
」
（
市
長
）
と
い
う
レ

ベ
ル
で
問
題
は
解
決
し
な
い
。
3
月

中
に
は
産
廃
業
者
か
ら
愛
知
県
に
許

可
申
請
が
提
出
さ
れ
る
可
能
性
も
あ

り
、
事
は
緊
急
で
あ
る
。

〈
議
会
が
大
村
愛
知
県
知
事
へ
の

意
見
書
を
可
決
〉

地
元
住
民
の
反
対
を
背
景
に
、
大

村
愛
知
県
知
事
・
愛
知
県
企
業
庁
長

に
対
し
「
愛
知
県
企
業
庁
が
開
発
し

た
新
城
南
部
企
業
団
地
に
お
け
る
産

業
廃
棄
物
処
理
業
進
出
に
か
か
る
適

切
な
対
応
を
求
め
る
意
見
書
」
を
全

会
一
致
で
可
決
し
た
。
内
容
と
し
て
、

南
部
企
業
団
地
開
発
の
趣
旨
に
基
づ

く
対
応
、
申
請
書
が
出
さ
れ
た
場
合

の
厳
格
な
審
査
な
ど
を
要
望
し
た
。

【
脱
原
発
の
覚
悟
】

〈
浜
岡
と
新
城
の
距
離
55
ｋ
ｍ
〉

『
東
京
ま
で
1
8
0
ｋ
ｍ
、
新
城

市
ま
で
最
短
で
55
ｋ
ｍ
。
Ｈ
23
年
12

月
、
野
田
首
相
は
収
束
宣
言
を
行
っ

た
が
、
福
島
の
緊
急
事
態
宣
言
が
未

だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
収

束
し
て
い
る
と
考
え
て
い
な
い
。
Ｈ

24
年
10
月
に
原
子
力
規
制
委
員
会
が
、

福
島
原
発
と
同
規
模
の
事
故
が
、
全

国
16
か
所
で
起
き
た
と
想
定
し
て
の

放
射
性
物
質
の
拡
散
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ

ン
結
果
で
は
、
浜
岡
原
発
で
の
事
故

で
新
城
へ
の
影
響
は
無
い
と
の
こ
と

だ
っ
た
が
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ

り
、
定
か
で
は
な
い
。
Ｈ
26
年
2
月

に
は
災
害
新
城
市
地
域
防
災
計
画

「
原
子
力
災
害
対
策
計
画
」
を
策
定

し
、
新
城
市
と
し
て
の
方
針
を
明
確

に
し
た
。

地
球
温
暖
化
対
策
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

対
策
問
題
は
表
裏
一
体
で
あ
り
、
急

激
な
気
候
変
動
を
防
ぎ
、
緑
豊
か
な

地
球
環
境
を
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た

め
に
は
、
地
域
資
源
で
あ
る
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
や
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
の
削
減
を
は
か
っ
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
浜
岡
原
発
は
，

南
海
ト
ラ
フ
の
巨
大
地
震
の
震
源
域

の
真
上
に
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う

き
わ
め
て
危
険
な
立
地
と
言
わ
れ
て

い
る
。
浜
岡
原
発
再
稼
働
に
つ
い
て

は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
判
断
を

待
つ
し
か
な
い
』
と
の
答
弁
だ
が
、

明
確
な
意
思
表
示
が
足
り
な
い
。

〈
未
だ
避
難
者
13
万
人
余
〉

新
城
市
は
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
脱
原

発
へ
の
意
思
表
示
を
明
確
に
す
る
こ

と
で
、
市
民
へ
新
城
市
の
覚
悟
を
理

解
し
て
も
ら
え
る
。
い
く
ら
世
界
一

の
安
全
基
準
だ
と
言
っ
て
も
、
原
発

事
故
を
防
ぐ
保
障
で
は
な
い
。
福
島

は
今
も
13
万
人
が
避
難
し
て
い
る
。

中
部
電
力
の
原
発
の
占
め
る
発
電
量

は
1
割
程
度
、
新
城
市
が
1
割
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
確
保
又
は
削
減
さ
え
で
き

れ
ば
、
脱
原
発
と
言
っ
て
も
誰
か
ら

も
非
難
さ
れ
る
筋
合
い
で
は
な
い
。

原
発
事
故
が
起
き
れ
ば
、
確
実
に
犠

牲
に
な
る
多
く
の
人
が
生
ま
れ
る
。

〈
震
源
域
の
真
上
の
浜
岡
原
発
〉

絶
対
来
る
東
海
地
震
を
考
え
れ
ば
、

浜
岡
原
発
は
再
稼
働
す
べ
き
で
は
な

い
。
脱
原
発
こ
そ
、
時
代
環
境
の
変

化
と
捉
え
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

へ
大
き
く
踏
み
出
す
こ
と
で
、
地
域

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
の
創
出
に
も
大
き

く
貢
献
で
き
る
。

【
特
定
秘
密
保
護
法
っ
て
何
？
】

「
国
際
情
勢
の
複
雑
化
に
伴
い
、

我
が
国
お
よ
び
国
民
の
安
全
の
確
保

に
関
わ
る
重
要
性
が
増
大
す
る
と
と

も
に
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
社
会
の
発
展
に
伴
い
漏
え
い
の
危

険
性
が
懸
念
さ
れ
る
中
で
、
我
が
国

の
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
の
う
ち

特
に
秘
匿
が
必
要
で
あ
る
も
の
に
つ

い
て
、
漏
え
い
防
止
を
図
り
、
我
が

国
の
お
よ
び
国
民
の
安
全
確
保
の
た

め
」
と
い
う
目
的
の
た
め
、
昨
年
12

月
6
日
、
短
期
間
の
国
会
審
議
（
衆

議
院
で
約
46
時
間
、
参
議
院
で
約
22

時
間
）
で
与
党
の
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
た
。

〈
新
城
市
議
会
で
な
ぜ
議
論
？
〉

3
月
議
会
に
、
藤
堂
三
男
氏
（
緑
ヶ

丘
在
住
）
を
代
表
と
す
る
市
民
98
名

よ
り
、
「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す

る
法
律
の
廃
止
又
は
抜
本
的
改
正
を

求
め
る
意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

書
」
が
提
出
さ
れ
た
。

紹
介
議
員
は
、
浅
尾
洋
平
議
員
、

白
井
倫
啓
の
2
議
員
。

〈
他
の
市
議
会
の
対
応
は
？
〉

1
月
24
日
発
行
の
「
週
刊
金
曜
日
」

が
報
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
昨
年

の
臨
時
国
会
で
特
定
秘
密
保
護
法

（
以
下
、
秘
密
法
）
が
成
立
し
た
翌

日
以
降
で
は
、
23
都
道
府
県
86
自
治

体
議
会
で
意
見
書
（
廃
止
又
は
抜
本

的
改
正
を
求
め
る
）
が
採
択
さ
れ
た
。

成
立
直
後
の
法
律
に
対
し
、
地
方
議

会
か
ら
こ
れ
ほ
ど
の
異
論
が
出
る
の

は
極
め
て
異
例
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、

「
国
民
の
知
る
権
利
」
が
阻
害
さ
れ

る
危
機
感
が
強
い
。

〈
採
択
の
結
果
〉

新
城
市
議
会
は
、
紹
介
議
員
の
浅

尾
議
員
・
白
井
以
外
は
、
粛
々
と
政

府
説
明
を
丸
呑
み
す
る
の
み
。
意
見

書
採
択
し
て
い
る
地
方
議
会
と
の
自

立
性
の
違
い
は
明
白
。
国
境
な
き
記

者
団
は
、
秘
密
保
護
法
可
決
を
理
由

に
、
「
世
界
報
道
の
自
由
度
ラ
ン
キ

ン
グ
２
０
１
４
」
で
、
日
本
の
ラ
ン

キ
ン
グ
を
２
０
１
３
年
の
53
位
か
ら

59
位
に
下
げ
た
。

〈
何
が
問
題
か
？
〉

秘
密
指
定
を
我
が
国
の
安
全
保
障

に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
恐
れ
が
あ

る
場
合
と
し
て
い
る
が
、
恐
れ
の
判

断
は
関
係
組
織
の
長
（
大
臣
等
）
と

な
っ
て
い
る
た
め
、
恣
意
的
な
判
断

が
心
配
さ
れ
、
国
民
は
秘
密
指
定
さ

れ
た
こ
と
を
知
る
術
が
無
い
。

ま
た
、
報
道
の
自
由
侵
害
の
批
判

が
大
き
く
、
報
道
の
自
由
に
十
分
に

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

条
文
が
追
加
さ
れ
た
が
、
「
配
慮
」

と
い
う
曖
昧
な
文
章
で
お
茶
を
濁
し

て
い
る
。
十
分
な
配
慮
を
し
た
と
言

わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
の
も
の
。

情
報
は
国
民
の
た
め
に
最
大
限
公

開
す
べ
き
で
あ
る
。
自
治
の
基
本
は
、

情
報
の
共
有
で
あ
る
。
時
の
権
力
者

が
、
秘
密
指
定
を
勝
手
に
行
え
る
仕

組
み
は
、
極
力
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。
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